
災害支援相談員養成研修会開催について

　茨城県行政書士会では、現在までに県内16市町村と災害時支援協定を締結しています。
　この協定の大きな柱が、万が一大きな災害が発生したときに、被災のあった自治体からの要請に応じての相
談員派遣であり、本会ではこの相談員の確保育成がきわめて重要です。
　昨年度は常総市を中心とした大規模水害が発生し、３月22日に東日本大震災で大きな災害を受けられた福島
会の丹野会長を招いて、災害時支援についての講演会を開催し、本会では総務部が主体となり対策を検討して
いるところです。
　そこで、被災自治体へ派遣する相談員を養成する目的で、「災害支援相談員養成研修会」を企画いたしまし
たのでご案内いたします。
　会員の皆様の積極的なご参加、ご受講をお待ちしております。

【概要】
　災害時における行政書士としての役割の再確認や、非常時における相談スキル等の習得をとおして、より実
践的な災害支援相談員の養成を目的とした研修会となります。

※全講座受講の方には修了証と「災害支援相談員証」を交付予定です。

【ご注意】
　・�本講座（研修）は、社会貢献の一環としての相談員の養成をするものであり、行政書士としての業務や職
域の拡張を目的とするものではありませんのでご承知おき下さい。

　・�また、災害支援相談員としての協力・活動は原則としてボランティアとなりますので、ご理解のうえご参
加下さいますようお願いいたします。

市民法務部
研 修 名 災害支援相談員養成研修会（全３回）

日　　時
平成28年７月23日（土）
平成28年８月27日（土）
平成28年10月15日（土）

各日
午後１時～午後５時

場　　所 茨城県開発公社ビル　１階　会議室

講　　師 本会　飯塚　富雄　総務部担当副会長　及び市民法務部員

参 加 費 無料 定　　員 60名

研修内容

７月23日（土）　第１講：害時対応の心構え（講師　副会長　飯塚　富雄）
　　　　　　　　第２講：災害時対応の基礎知識�
８月27日（土）　第３講：相談力向上研修①
　　　　　　　　第４講：相談力向上研修②
10月15日（土）　第５講：事例研究
　　　　　　　　第６講：模擬相談
　　　　　　　　（第１講以外の講師は市民法務部員を予定）

申込方法 メールまたはＦＡＸ
本会事務局　ＦＡＸ：029-305-3732　e-mail：staff@ibaraki-gyosei.or.jp

申込期限 平成28年６月17日（金）

参加申込
※太枠の中を
ご記入下さい

支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

質問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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建設部
研 修 名 第２回業務研修会

日　　時 平成28年６月22日（水） 午後３時～午後４時30分

場　　所 茨城県開発公社ビル　４階　大会議室

講　　師 茨城県土木部監理課　ご担当者様

参 加 費 テキスト代無料 定　　員 100名

研修内容 建設業法改正「業務追加：解体業」について

申込方法 メールまたはＦＡＸ
本会事務局　ＦＡＸ：029-305-3732　e-mail：staff@ibaraki-gyosei.or.jp

申込期限 平成27年６月15日（水）

参加申込
※太枠の中を
ご記入下さい

支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

質問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市民法務部
研 修 名 第３回実務研修会

日　　時 平成28年６月22日（水） 午後１時～午後３時

場　　所 茨城県開発公社ビル　４階　大会議室

講　　師 日立公証役場　公証人　𠮷𠮷𠮷　𠮷𠮷様

参 加 費 テキスト代実費 定　　員 100名

研修内容 公証人の業務について

申込方法 メールまたはＦＡＸ
本会事務局　ＦＡＸ：029-305-3732　e-mail：staff@ibaraki-gyosei.or.jp

申込期限 平成28年６月15日（水）

参加申込
※太枠の中を
ご記入下さい

支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

質問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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